
条

例 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
六
条
の
七
第
二
項
中
「
も
の
の
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
」
を
「
も
の
の
住
宅
又

は
老
人
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
四
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
老
人
ホ
ー
ム
等
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分
（
第

四
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、

「
当
該
建
築
物
の
住
宅
」
の
下
に
「
及
び
老
人
ホ
ー
ム
等
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
共
同

住
宅
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用
に
供
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

令
第
百
三
十
五
条
の
十
六
に
規
定
す
る
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分 

 

二 

共
同
住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
等
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用
に
供
す
る
部
分 

 
 

三 

住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
等
に
設
け
る
機
械
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
（
給

湯
設
備
そ
の
他
の
法
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

建
築
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
、
市
街
地
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な

い
も
の
と
し
て
同
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
、
知
事
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も

の 

 
 

第
五
十
六
条
の
七
第
六
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
向
上
の
た
め
必
要
な
外

壁
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に
面
す
る
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
工
事
を
行
う
建
築

物
で
構
造
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の 

 
 

第
五
十
六
条
の
八
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
建
ぺ
い
率
」
を
「
建
蔽

率
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

４ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
必
要
な
外
壁
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の



屋
外
に
面
す
る
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
工
事
を
行
う
建
築
物
で
構
造
上
や
む
を
得
な
い
も

の
と
し
て
法
第
五
十
三
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
で
、

知
事
が
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
建
蔽
率
は
、

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
五
十
六
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
五
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
準
用

す
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
八
条
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
、
「
耐
火
構
造
又
は
」
を
「
耐

火
構
造
で
な
い
、
又
は
当
該
部
分
の
主
要
構
造
部
が
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
二
条
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
、
「
耐
火
構
造
又
は
」

の
下
に
「
主
要
構
造
部
を
」
を
加
え
る
。 

第
五
十
六
条
の
七
第
六
項
第
四
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 


